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別紙 

令和７年度 石川地方最低賃金審議会 

石川県特定最低賃金専門部会 第２回百貨店部会 議事録 

 

令和７年10月７日（火） 

９時55分~12時35分 

金沢駅西合同庁舎別館 共用第2会議室 

 

【田中部会長】 

 

 

【事務局】補佐 

 

 

 

 

 

 

【田中部会長】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定刻前ではございますが、皆さんお揃いですので第２回百貨店部会を開会い

たします。部会の成立状況について報告お願いします。  

 

本日は全委員にご出席いただいております。現在、百貨店部会９名中９名の

ご出席でございまして最低賃金審議会令第６条第 6 項に定めます定足数である

委員の３分の２以上、または公労使各側委員の 3 分の 1 以上を満たしておりま

すので、本日の部会は有効に成立していることをご報告申し上げます。 

なお、本日の専門部会も公開となっておりましたが傍聴希望者は 0 名でござ

いました。  

 

議事に入る前に本日の議事録確認者を指名したいと思います。 

公益委員会側は私が行います。労働者側は酒井委員、使用者側は橋本委員に

お願いいたします。  

まず前回の部会での労使各側の発言内容を確認しておきたいと思います。 

労働者側の発言としましては、多くのパートタイム労働者が従事しているの

は地域に雇用を生み出す産業であること、継続した人材確保の面からも地賃を

一定程度上回る水準での改正が必要ということで地域別最低賃金に 30 円プラ

スして 1,084 円とのご主張でありました。 

使用者側の発言としましては、全国の百貨店の特定最賃の状況を見ながら、

今後の必要性も含まえて審議していただきたい。地賃の引き上げ額 70 円を超え

る引き上げは難しいということで、地賃プラス 1 円の 1,055 円とのご主張であ

ったかと思います。  

以上が労使各側のご意見の概要で、公益としましては今後の特賃のあり方を

踏まえて議論することは必要だと思います。特賃は労使主導でまとめるもので
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【酒井委員】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【京堂委員】  

ありますので双方の歩み寄りを期待しております。本日も労使双方の委員の皆

さんと共に、全会一致を目指した審議を進めていくことを基本姿勢といたしま

して、ご努力いただけるよう確信しております。  

10 月 24 日には予備日として 3 回目の審議も予定しておりますが、本日の審

議において、全会一致の結審に至ることができるようご議論をいただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

それでは本日も前回に引き続き金額等について労使双方から個別にご意見を

お伺いしたいと思いますが、その前にこの場で何かごご発言がありましたらお

聞きしたいと思います。 

労働者側委員の方、何かございますでしょうか。  

 

発言ということで簡単に、先ほど部会長おっしゃったような主旨で話をさせ

てもらったかと思いますけども、今、特定産業の優位性を確保するということ

でこの特定最低賃金があるというのはこの業界を良くしていこうということで

やっておりますので、前回は出来るだけ我々も歩み寄りながら話し合っていき

たいということで動いておりましたけども、今回２回目でもう少し動きがあれ

ばなというふうに考えております。 

後はさっき、今回地賃は 1,054 円ということでしたけども、実際のパートタ

イムの方の平均の時給という話していると、株式会社ナウキャストの提供の参

考資料の中でハローワークで募集している額の平均というのが 1,100 円程度、

まあ 1,112 円程度になっているということがあります。実質的にはそれだけ高

い額で時給を上げられているという状態だということです。フルタイムで働い

ているパートの方に至っては大体こちらの資料を見ますと、1,251 円というの

が石川での金額だというふうになってますので、そういった意味で言うと要す

るにまだこの地賃 1,054 円から考えた時にまだ上がる余地は十分ある、大きな

上げ幅という話ではないのかなというふうに思ってますので、地賃プラス 70 円

というのはインパクトが大きかったというのは理解しましたけども、そこから

その金額からしてもまだまだ余地はあるんだというふうに考えておりますの

で、我々も会社を潰そうとかそんなことを考えていることは毛頭なく、産業を

良くしていきたい、 せっかく特賃があるので優位性を保っていくということは

業界にとってプラスになることではあるかなというふうに思っておりますの

で、またいい審議ができればなというふうに考えております。 

 

委員の京堂です。よろしくお願いいたします。3 日かな１時半から 5 時ぐら
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【大澤委員】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【田中部会長】 

 

 

【橋本委員】 

 

 

いまでかかった後、職場に戻りまして組合の役員の方にちょっと報告をしまし

たら、1 円の内容で報告したところ、京堂さん 1 円で 4 時間も協議するんだっ

たら、北海道展のレジ 1 回でも打ってくれませんかと言われました。これが組

合の受け止めですよね。やっぱりこういった場面で皆さんも忙しい時間使って

出席されてると思いますから生産性かつ、建設的な協議ができればと思ってお

ります。どうぞ今日一日よろしくお願いします。 

 

あえて発言をさせていただきますけども、第 1 回目でですね、良識あるとい

う言葉がどなたからか出たと思うんですけども、私は第 1 回の色々な議論に触

れてどういうふうにしようかっていうのが私は審議会のあるべき姿だと思うん

ですね、これからの産業の。今までの議論をしていると労使交渉で金額の方向

を交渉してるような形になって業界全体のあるべき姿、またその業界がこの県

下の産業をどのように引っ張っていくのかというようなことが全然こう感じら

れない議論だったかなと思っているんです。 

私たちも労働者側として政府が発表してます 1,500 円の最低賃金に目指して

いこうというか、これは労使ともに生産性を上げて会社が発展をしてその果実

として給料というという形の中の賃金という形の中でその果実を共有するとい

うのが目指すべき考え方だと思っております。私たちが様々な産業を見ており

ますと、本当にこの 1,500 円で中小とか自営業の方々が耐えられるのかなとこ

ういうような心配も一応持っております。ですから最賃が上がればいいんだと

いうような話の中では、このまま最賃がバンバン上がっていくとそれに中小・

零細がついていけないような状況を招きかねないというところで、この特賃の

議論の中で百貨店だとか総合スーパーっていうのは業種の中でも力のある底力

になる企業というか産業だと思っておりますので最賃はある程度県下全体の状

況を見ながら抑えつつも、けど引っ張っていく産業として最賃よりもこれぐら

い高いんだよっていうのが審議会の中で私は良識のある議論だと思っておりま

すので、今日あえて発言をさせていただきました。 

  

ありがとうございます。 

使用者側委員は何かございますでしょうか。  

 

そもそもまず日本で言ったら、最低賃金が上がってきているのはこれは元々

欧米の非正規職員と職員の通常の従業員さんの正規職員との給与の格差って 8

割位になる。アルバイト 8 割ぐらいの給料いただいているのはヨーロッパであ
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ったりアメリカ、だからあんまり正職員にこだわらない。そんなところを日本

の場合ですと、その 8 割程度が 5、6 割アルバイトとか非正規の方は正職員の 5、

6 割だったんですよ。それだとなかなか生活もできないのでなんとか欧米並に上

げていこうっていうのが走りで、正職員並みとはいきませんけどアルバイトで

も生活できるような賃金にできればいいなっていうことで 8 割目指してこうず

っとやってきました。 

それと 日本そのものがデフレ時代になりましたよね、デフレ時代の時って言

ったら給与を上げる必要ない。物も上がらない。だから私ら経営者側とすると

売り上げを伸ばす必要がないので、比較的楽な経営が出来たんでしょう。それ

であぐらをかいていると日本でどうなったかっていうと、そのバブルのあの

1989 年 90 年前後のバブルの時って言ったら、日本の企業というのは世界のベ

ストテン、時価総額ランキング株価のね、ベストテンの中に 7 社入ってたでし

ょう、世界のトップ企業は NTT さんだったんですよ。 今から 30 年 35 年ほど

前にそれ今どうなっているかっていうと、ベスト 100 の中にトヨタさんが 50

位くらいに入ってるだけなんですよ。それはイコール、おそらくデフレ経済の

ままにしておくと皆さん汗をかかなくなってイノベーションが生まれないんじ

ゃないかって考えたと思う。その失われた 30 年の間に、巨大 IT 企業と言われ

る GAFA というのが生まれてきたでしょう。   

日本の NTT が今やベスト 100 の中にも入ってないっていうこの惨状を見る

と、これはもう物も上げていく、給料も上げていくというこういう経済構造に

しないとイノベーションが生まれないって多分国は考えて、今まで言ったこと

のない政労使会議で総理大臣が給料上げてくれって言い出したんです、たぶん

ね。それでもうここに至っては骨太の方針って皆さんこのご存知、政府が毎年 6

月に出すその骨太の方針に去年最低賃金を上げろって初めて載せて、2029 年の

1,500 円目指してというのは、石破さんの考えね。もう 4、5 年で 1,500 円目

指せってこうなっていて、だけど我々の正職員の給料そんなふうに上げるって

言ってるわけじゃなくて、正職員の給料って言ったら日銀がお示しをした物価

目標って、あれ 2%ですよ。 2%プラス 1%で可処分所得がちょっとでも増える

ようにということで骨太の方針はこれ正職員用です、会社の従業員用にそれぐ

らい上げるような継続して上げてということを望むっていうか、期待するって

いう考えで今こう来てます。 

それで最低賃金というのは、そこに特定最低賃金って無い。最低賃金、国あ

げてここ上げていかないとっていう。それで百貨店のこの部会で皆さんいろい

ろおっしゃるけど、これ全国ちょっと見てもらえませんかね。百貨店部会でど



[5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【田中部会長】 

 

【京堂委員】 

 

 

 

 

 

 

【橋本委員】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れだけの県が議論してますかね。私は良識のあるというのはそこを言ってるん

ですよ。百貨店部会、今電機も機械もありますけど、それ地域最賃をどうする

かの議論は当然していかんならんけど、その必要性そのものが私はものすごく

疑問に感じているということ言いたかった。ぜひそこを考えていただいて全国

にもう 47 都道府県の大半は議論している業種ですよって言うと、私らもそうか

なと思います。今皆さん百貨店議論しているのは何県か分かっているでしょう。

皆さん、富山県もそうですけど、地域最賃にシフトしている、これをきちんと

議論しましょうっていうふうになっているのでそこをぜひ理解してほしい。業

種は全て大事、どんな業種がひとつ欠けても世の中動かないんですよ。百貨店

も当然スーパーも大事なんです。電機も機械も全部大事だけど、もうここまで

来たら地域最賃一本でこれだけ高いんですから、もう一本に絞って議論してい

く時代になったんでないかなっていうふうに思っておりますので、その辺のご

理解をぜひお願いしたいっていうのは私ども使用者側の意見です。 

 

はいありがとうございます。 

 

橋本さんありがとうございました。私もね橋本さんの考えが、最初そう思っ

てて本当に特賃の必要性ってなんなんだろうなと思ってるんですよ。正直な話、

地賃が上がってますから特賃って別になくてもいいかなって思ってるんです。

だから私は橋本さんの考え方に本当同調して、ひとつ聞きたいのはその中でな

ぜ今回必要性ありになったのかなっていうところ、ちょっと聞かせてほしいで

すね。 

 

よろしいですか。これは組合側がせっかく言っているのを、手順もきちんと

踏まないで私ども一方的に審議なしでできるんですよ、皆さんご存じのとおり

ですわね。できるんですけど、それをすると信頼関係的なものが損なわれる可

能性があるので、前の繊維の例もあるのでソフトランディングって言いますか、

十分納得していただける時間を持ちましょうという、そういう思いで必要性あ

りにしたんですよ。そこをご理解していただけんなら、これもう本当に決裂す

るなって思いながらおりますので、これは百貨店だけではないですよ。機械も

電機もそうでしょう。まだちょっと差があるので、時間がかかりますけど、も

ういいんではないんですかっていう思いは使用者側全員そうです。 だけども相

手がいますよと、連合さんの意見も十分聞いた上でソフトランディングして、

皆さん納得するような形で地域最賃一本に絞っていけるようにちょっと時間か
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【京堂委員】 

 

【橋本委員】 

 

【田中部会長】 

 

 

 

 

 

 

【事務局】補佐 

 

 

 

 

 

 

【田中部会長】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かりましたけど、しませんかっていうことで、今回もやらせていただいている。

そこをちょっと理解してもらえたら、ものすごく難しいと思う。 決裂はなるべ

くしない方がいいでしょう。 

 

そうですね、ありがとうございました。 

 

こちらこそです、よろしくお願いいたします。 

 

他にご意見、ございますでしょうか。 

それではここで前回同様、部会を一旦休憩しましてそれぞれに個別にご意見

をお聞きしたいと思います。  

繰り返しになりますが、全会一致というなるべく結審できるように努力をお

願いいたします。 

それでは事務局は控室についてご案内してください。 

 

労働者側の控室は第 4 会議室、使用者は控室は第 3 会議室をご用意してござ

います。 

 

 

（公労・公使折衝）  

 

 

それでは部会を再開いたします。 

双方の主張内容について確認させていただきたいと思います。  

そもそも最初から必要性ありなしの認識で食い違いがございまして、なかな

かかみ合わないところがありまして、金額の方も依然として開きがあるという

ことです。 

使用者側の方は、現行よりプラス 61 円で地賃に対しプラス 1 円。色々な業界

的なこともありまして、相対的に 61 円は高い水準であるということでそれ以上

は譲れない立場でありました。  

労働者側については、引き続き人手不足ですとか業界の振興ということを考

えると、必要な一定の引き上げが必要であると、それで他の業界等の比較にお

いての物差というのはやはり承服できないということで、百貨店、総合スーパ

ーの発展、人手不足の解消とかそういったことを考えて、真摯に議論をいただ
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【事務局】補佐 

 

 

 

 

【田中部会長】 

 

 

 

 

 

 

きたいということで、当初示されてました地賃よりプラス 30 円というところか

らは譲歩いただいて下がってきた感じなんですが依然開きがあるとということ

で、審議を本日の部会では合意に至らないということで判断いたしました。  

本日はこれで終了いたしまして、予備日としております第 3 回部会を開催す

ることで合意に向けて審議を進めたいと思っております。 

次回第 3 回については、公益側としてできる限りの調整に努めたいと考えて

おります。是非とも全会一致の結審に向けてご努力をお願いできればと思いま

す。  

何か最後にご意見等ございますでしょうか。 

なければ次回の案内を事務局からお願いいたします。 

 

次回、3 回目となります百貨店部会は 10 月 24 日金曜日、午前 10 時から本

日と同じ２階会議室で開催をさせていただきます。  

なお、当日所要により欠席される場合は事前に事務局までご連絡いただきま

すようにお願いをいたします。 

 

これで本日の百貨店部会を終了いたします。  

お疲れ様でした。 

 

 

 


